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訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 

当社、当社のカナダ国子会社である NYK Line (Canada) Inc. （「CA」）、及び当社の米国

子会社である NYK Line（North America）Inc.（「NA」）は、カナダ国オンタリオ州上級裁判

所において平成 25 年 7 月 4 日付で集団訴訟（「本件訴訟」）を提起され、CA は平成 25 年 8

月 8 日（現地時間）に、本件訴訟に関する訴状の送達を受けましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

   原告は、カナダ国向けの車両の海上輸送について、当社、CA 及び NA並びにその他の

被告らが共謀して運賃を設定したと主張して、損害賠償及び差止め等を求めておりま

す。  

 

 

２．訴訟を提起した者の概要 

氏 名：Ryan Todd Wonch 及び Margaret A. Wonch          

 

 

３．訴訟内容 

 原告は、本件訴訟において、当社、CA及び NA並びにその他の被告らに対して損害賠

償及び差止め等を請求しております。なお、訴状には、請求金額の記載はありません。 



 

 

４．今後の見通し 

 当社、CA 及び NAは、訴状の内容を精査したうえで、適切に対処していく所存です。 

 また、当社、当社の子会社及び関係会社は、本件訴訟と同種の訴訟を今後提起され

る可能性があります。 

本件訴訟による金額的な影響は現時点で算定が困難であるため、当社の業績に与える

影響は不明です。 

 

以上 


